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第１章　計画策定にあたって

1. 計画策定の趣旨

　近年、社会情勢や経済情勢の変化によるライフスタイルや価値観の多様化に伴い、食生活を

とりまく環境が大きく変わり、食生活の乱れによる肥満や生活習慣病の増加などの問題が生じ

ています。

　この状況の解決を図るため、国は平成 17年 7月に「食育基本法」を施行しました。各自治体

においても食育の総合的な推進が求められることとなりました。

　それを踏まえ、大河原町では、健全な食生活を実践することができる町民を育てる食育を推

進するための施策を総合的かつ計画的に推進するための指針として、平成 23年 3月に「大河原

町食育推進計画」を策定し、「『おおがわら』食で育むこころとからだ」をスローガンに様々な

食育推進事業を推進してきました。

　当初計画が平成 27年度で計画期間を終えることから、食育に関連する取り組み等を検証し、

更なる課題等の抽出のもと、新たな国や県の方針を踏まえ、より一層、食育を総合的かつ計画

的に推進していくため「第 2期大河原町食育推進計画」を策定するものです。

食育とは

　「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」であり「様々な経

験を通じて『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健全な食生活を実践すること

ができる人間を育てる」こと

（食育基本法前文より）
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2. 計画の位置づけ 3. 計画の期間

　この計画は食育基本法の理念をふまえ、同法第 18条第 1項に基づいて策定した大河原町食育

推進計画の評価と課題の把握を行い、食育を総合的に推進するため新たな施策の方向性や目標

を定めたものです。

　この計画の策定にあたっては、「みんなの健康づくり計画（第２次大河原町健康増進計画）」、「大

河原町子ども・子育て支援事業計画」など大河原町における関係諸計画との整合性を図ります。

　この計画の期間は平成 28年度（2016 年）を初年度とし平成 35年度（2023 年）までの 8

カ年計画とします。なお、目標の達成状況の評価と社会情勢の変化などに応じて見直しを行い

ます。

　なお、次期計画は、健康づくり、食育の取り組みを総合的・計画的に推進するために、大河

原町健康増進計画と同時に策定するものとします。

策定 第 2期
計画

第 2次
計画

見直し
中間評価

見直し
中間評価

評価
第 3期
計画策定

評価
第 3次
計画策定

第 3期
計画

第 3次
計画

調査

調査

計画期間8カ年（平成28〜平成35年度）

計画期間10カ年（平成26〜平成35年度）

第
５
次
大
河
原
町
長
期
総
合
計
画

第２期宮城県食育推進プラン

第２期大河原町食育推進計画

食育基本法 第２次食育推進基本計画

連携

•みんなの健康づくり計画 (第２次大河原町健康増進計画 )

•大河原町子ども・子育て支援事業計画

•大河原町教育振興基本計画

•大河原町生涯学習基本計画

•食に関する指導の全体計画（各小学校・中学校）

•大河原町高齢者福祉計画
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4. 大河原町食育推進計画の評価

目標指標と評価一覧（項目数）

各評価の主な目標項目は以下のとおりです。

　平成 23 年 3 月に策定した計画に設定された 30 項目の評価は以下のとおりとなっており、

「A　目標値に達した」と「B　目標値に達していないが改善傾向にある」を合わせた 18項目

（60.6％）が改善傾向以上の評価となっており、計画期間の最終年度において、食育推進の取り

組みに一定の成果がうかがえます。

　しかし、「D　悪化している」が 9項目（30.0%）、「C　変わらない」が 2項目（6.7％）、「E

　評価困難」が 1項目（3.3%）となっており、これらの項目を中心に、さらに目標値の改善に

向けた取り組みが必要です。

A　目標値に達した

　　むし歯のない子どもの割合が増える（3歳児・5歳児・小学 5年生・中学 2年生 )

　　子どもの肥満傾向の割合が減る（5歳児（女）・小学 5年生（男））

　　行事食を食べる人の割合を維持する

　　食のボランティアと連携する学校が増える

　　食育推進ネットワーク会議を開催する

B　目標値に達していないが改善傾向にある

　　朝食を毎日食べる人の割合が増える（5歳児・小学 5年生）　

　　朝食を大人と一緒に食べる子どもの割合が増える（小学 5年生）

　　子どもの肥満傾向の割合が減る（中学生（男）中学生（女））

　　１日の野菜の摂取目安量を知っている人の割合が増える

　　１日に摂取する野菜を多く使った料理を 5皿以上食べる人の割合が増える

　　学校給食における地場産品の利用品目数の割合が増える

　　食育という言葉を知っている人の割合が増える

C　変わらない

　　朝食を大人と一緒に食べる子どもの割合が増える（中学２年生 )

　　肥満者の割合が減る（40歳以上（女））

D　悪化している

　　朝食を毎日食べる人の割合が増える（中学 2年生・成人）　

　　朝食を大人と一緒に食べる子どもの割合が増える（5歳児）

　　子どもの肥満傾向の割合が減る（5歳児（男）・小学生（女））

　　肥満者の割合が減る（20〜 39歳（男）・20〜 39歳（女）・40歳以上（男））

　　地場産品を利用する人の割合が増える

E　評価困難

　　農業体験学習に取り組む場が増える

目標指標

項目数

評価

おいしく食
べよう朝ご
はん

７項目

奥歯でよく
噛み味わい
ながら

14項目

家族で野菜
のおかずを
一皿増やし

2項目

わが家（町）
の食を伝え
よう

5項目

らくらくみ
んなで食育
推進

2項目

合計

30項目

Ａ　目標値に達した 0 6 0 2 1 9

Ｂ　目標値に達して
いないが改善傾
向にある

3 2 2 1 1 9

C　変わらない 1 1 0 0 0 2

D　悪化している 3 5 0 1 0 9

E　評価困難 0 0 0 1 0 1

合　計 7 14 2 5 2 30



− 7−− 6−
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第２章　大河原町における食をめぐる現状（基本目標別状況）

1. おいしく食べよう朝ごはん

指標１　朝食を毎日食べる人の割合が増える

　平成 27年度に実施しました食生活アンケート調査（資料編 P42 参照）の結果から、朝食を

「毎日食べる」と回答した人の割合は、5歳児が 95.1％と最も高く、小学 5年生 90.6％、中学

２年生 86.6％と学年が進むにつれて低くなり、欠食する人が増える傾向が今回も見られました。

成人（保護者含む）では 88.1％で、年代の高い一般成人では 93.7％と高いものの、小中保護

者は 81.6％、そして 5歳児保護者は 79.3％と最も低くなっています。

　5歳児、小学 5年生については、平成 21年度の調査よりも割合が高くなっており、改善が見

られました。中学 2年生、成人については低くなっており、中学生や保護者への働きかけが今

後必要と思われます。 　また、朝食を欠食する理由では、子どもでは「食欲がない」が最も多く、成人では 5歳児保

護者が「時間がない」、一般成人では「食べる習慣がない」が多いという状況です。今後はやはり、

「食欲がない」という中学生や、「時間がない」という幼児や学童を育てている若い世代の保護

者に対し、関係機関がそれぞれに特徴ある働きかけをすることで行動変容に導くことが重要に

なってくると思われます。

朝食を欠食する理由

指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

朝食を毎日食
べる人の割合
が増える

5歳児 93.6％ 95.1％ 98.6％ Ｂ

小学 5年生 88.5％ 90.6％ 93.5％ Ｂ

中学 2年生 87.6％ 86.6％ 92.6％ Ｄ

成人
（保護者含む） 89.6％ 88.1％ 94.6％ Ｄ

5歳児

小学5年生

中学2年生

5歳児保護者

小中保護者

一般成人

100

90

80

70

60

50
5歳児 小学5年生 中学2年生 成人（保護者含む）

0％

毎日食べる

10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

朝食の摂取状況

朝食を毎日食べる人の割合の推移

週に4～5回食べる

95.1
2.4

2.5
6.1

4.5 6.4

7.3 5.5 7.3

1.4
2.4

1.9

0.6

4.9
1.4 2.6

1.8

4.3 8.9 0.3

93.6 95.1

88.5
90.6

87.6 86.6
89.6 88.1

0.5

90.6

86.6

79.3

81.6

93.7

平成21年度 平成27年度

週に2～3回食べる ほとんど食べない 不明

（％）

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
5歳児 5歳児保護者 小中保護者小学5年生 中学2年生 一般成人

朝食欠食者（ほとんど食べない人）の割合の推移

0.6
0.0

2.6
1.9

3.2

6.4

5.3

7.3

9.6
8.9

2.1
2.6

平成21年度 平成27年度

（％）
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指標 2　朝食を大人と一緒に食べる子どもの割合が増える

　朝食を「ひとりで食べる」子どもは、中学 2年生で 41.1％ととても多い状況です。また、小

学５年生で 11.7％、5歳児で 3.7％もいる状況です。

　朝食を大人と一緒に食べる子どもの割合は、小学５年生で 59.6％と平成 21年度の調査より

高くなり改善が見られました。5歳児では 74.4％と 7.5 ポイントも低下しており、その背景に

5歳児の保護者の朝食の欠食者の増加が考えられます。

指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

朝食を大人と
一緒に食べる
子どもの割合
が増える

5歳児 81.9％ 74.4％ 86.9％ Ｄ

小学 5年生 55.2％ 59.6％ 60.2％ Ｂ

中学 2年生 38.1％ 38.1％ 43.1％ Ｃ

指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

むし歯のない
子どもの割合
が増える

3歳児 67.9％ 76.6％ 73.0％ Ａ

5歳児 37.2％ 52.9％ 42.0％ Ａ

小学 5年生 47.0％ 67.9％ 52.0％ Ａ

中学 2年生 30.0％ 48.5％ 35.0％ Ａ

2. 奥歯でよく噛み味わいながら

指標 3　むし歯のない子どもの割合が増える

　むし歯のない子どもの割合は、3歳児 76.6％、５歳児 52.9％、小学５年生 67.9％、小学６

年生 68.7％、中学１年生 67.5％、中学２年生 48.5％といずれも平成 21年度の調査より割合

は増加し、改善していました。また、年齢ごとの目標値を上回る状況です。

　乳幼児健診や学校保健等において、幼児期からの歯と口の健康の重要性を維持することがい

かに大切であるかの普及啓発がなされ、浸透してきた結果と考えられます。

60

50

40

30

20

10

0
5歳児 小学5年生 中学2年生

朝食の食事環境（共食状況）

22.0

52.4

17.7

3.7 4.3

26.3

33.3

27.7

11.7

0.9

18.819.318.3

41.1

2.5

家族全員で 家族のだれかと 子どもだけで ひとりで 不明

100

80

60

40

20

0
5歳児 小学5年生 中学2年生

朝食を大人と一緒に食べる子どもの割合の推移

81.9
74.4

55.2
59.6

38.1 38.1

平成21年度 平成27年度

（％）

（％）
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60

50

40

30

20

10

0
5歳児3歳児 小学5年生 小学6年生 中学1年生 中学2年生

むし歯のない者の割合の推移

67.9
76.6

37.2

52.9
47.0

67.9

48.7

68.7

38.3

67.5

30.0

48.5

平成21年度 平成27年度

（％）

※ 3歳児・5歳児については乳歯のむし歯状況。小中学生は永久歯のむし歯状況
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指標 4　子どもの肥満傾向の割合が減る（軽度肥満・肥満度 20％以上） 指標 5　大人の肥満者の割合が減る　（肥満：BMI25 以上）

　肥満の子どもの割合は、5歳女児、小学生男子は目標を達成し、中学生は男女ともに目標は達

成しなかったものの、改善が見られました。しかし、小学生以上は学年によって差はあるものの、

肥満者の割合は 10％を超えています。中学１年男子は今回も 20％を超え肥満の割合が特に高

くなっており、中学生からの生活リズムの変化が影響していると思われます。

　今後も、生活習慣病につながる肥満を予防するために、子どものころからの望ましい生活習

慣を身につけ、実践できるような取り組みが必要であると思われます。

　大人の肥満者の割合は、青年期健康診査、特定健康診査の結果より、40 歳以上の女性は

25.3％と割合を維持しています。20〜 39歳の男性と女性、40歳以上の男性は平成 21年度よ

り肥満者の割合が高くなっています。また、どの年代も女性よりも男性の方が肥満者の割合が

高くなっており、特に若い男性の肥満者の割合が 43.6％と高くなっています。

　生活習慣病予防のために肥満者の減少が課題となっています。特に肥満者の多い青年期から

の肥満を改善するための取り組みが必要と思われます。

指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

子どもの肥満
傾向の割合が
減る（軽度肥満
肥満度 20％以
上）

5歳児（男） 1.2％ 2.9％ 0％ Ｄ

5歳児（女） 1.0％ 0％ 0％ Ａ

小学生（男） 14.7％ 11.8％ 12.7％ Ａ

小学生（女） 10.1％ 11.1％ 8.1％ Ｄ

中学生（男） 17.3％ 15.5％ 15.3％ Ｂ

中学生（女） 13.3％ 12.5％ 11.3％ Ｂ

指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H26） 目標値（Ｈ27） 評価

肥満者の割合
が減る

20〜39歳（男） 33.3％ 43.6％ 31.3％ Ｄ

20〜39歳（女） 16.0％ 19.3％ 14.0％ Ｄ

40歳以上（男） 33.2％ 35.7％ 31.2％ Ｄ

40歳以上（女） 25.3％ 25.3％ 23.3％ Ｃ

20

15

10

5

0
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指標 7　１日に摂取する野菜を多く使った料理を 5皿以上食べる人の割合が増える

指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

1日の野菜の摂取目安量
を知っている人の割合
が増える

成人 6.5％ 18.0％ 30.0％ Ｂ

指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

1日に摂取する野菜を多
く使った料理を５皿以
上食べる人の割合が増
える

成人 3.3％ 5.1％ 10.0％ Ｂ

3. 家族で野菜のおかずをひと皿増やし

指標 6　１日の野菜の摂取目安量を知っている人の割合が増える

　1日の野菜の摂取目安量を「知っている」と答えた人は、5歳児の保護者が 20.1％、小中

保護者が 19.5％、一般成人では 31.6％でした。「350 ｇ以上」と正しく回答した人は 5歳児

保護者で 16.5％、小中保護者で 13.5％、一般成人で 20.7％となり、総計（成人）でみると

18.0％と平成 21年度の調査の 6.5％を大きく上回り改善がみられました。

　１日の野菜の摂取目安量を正しく知っている人はおよそ 5人にひとりというまだまだ少ない

状況です。今後もより具体的手法をこらしながら、正しく理解していただくよう周知活動を充

実させていく必要があります。

　野菜を多く使った料理の摂取状況を皿数で聞いたところ、「1〜 2皿」と答えた人が最も多く、

総計（成人）で 6割を占めています。やはり野菜の摂取量は少ないということがわかりました。

　5皿以上食べている人は一般成人で 6.7％、5歳児保護者で 4.3％、小中保護者では 2.3％と

いう状況です。平成 21年度の調査と比べると、小中保護者については 0.6 ポイント低下しまし

たが、総計（成人）でみると 1.8 ポイントの増加となり、改善傾向が見られました。

　今後もバランスの良い食事には１日 350ｇ以上の野菜（約 5皿の野菜料理）が必要であるこ

とと、野菜のおいしさも合わせて伝えていくことが必要です。
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指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

農業体験学習に取り組む場が増え
る 2か所 2か所 5か所 E

4. わが家（町）の食を伝えよう

指標 8　農業体験学習に取り組む場が増える

　子どもたちが学校で取り組む農業体験学習が学校の敷地外でも実施できる体制が整うように

この指標を掲げて活動してきましたが、現在は大河原南小学校の近隣住民の水田と金ケ瀬中学

校の近隣住民の水田の 2か所という状況です。

　学校の敷地内で農業体験学習に取り組んでいる学校は大河原小学校、大河原南小学校、金ケ

瀬小学校の 3校です。小学校ではその他に、地域の生産者を訪ねて収穫体験学習も行われてい

ました。また、中学校においても教科の授業をとおして栽培、収穫体験を実施しています。

　さらには、生産者の会が中心となって開催している「梅まつり」においては、梅の収穫体験

ができる「梅狩り」を実施し、大勢の親子の収穫体験の場となっています。

　学校のみならず、地域に広がってきている農業体験学習の場ではありますが、平成 21年度と

の比較が難しいため「評価困難」としました。

指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H26） 目標値（Ｈ27） 評価

学校給食における地
場産品（果物・野菜
等）の利用品目数の
割合が増える

小・中学校 30.1％ 31.9％ 33.0％ Ｂ

指標 9　学校給食における地場産品（果物・野菜等）の利用品目数の割合が増える

　学校給食における地場産品の利用品目は 19品目となっています。

　果物・野菜等の地場産物は天候に左右されるため、その年度により利用品目数が大きく変動

します。平成 23年度から放射能の影響を考える必要があり、利用品目数が減少しました。平成

25年度からもとに戻り始め、県調査の活用状況割合は平成 21年度の割合の 30.1％を上回り、

平成 26年度の割合は 31.9％と増加しました。

※毎年、6月第 3週の 5日間と 11月第 3週の 5日間における野菜（いも類含む）、豆類、果物、き
のこ類の総野菜品目のうち県内産野菜等品目数の利用割合を表したものです。

みそ・しょうゆ・もち豚・ほうれん草・人参・じゃがいも・ゆず・古代米・りんご・ブルーベリー・

ブロッコリー・梅・グリーンアスパラガス・キャベツ・白菜・大根・玉ねぎ・レタス・そら豆

学校給食での地場産物活用状況調査表（教育庁調査結果より）

大河原町内産物年間利用状況
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指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

地場産品を利用する人
の割合が増える 成人 92.3％ 91.3％ 97.3％ Ｄ

指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

行事食を食べる人の割
合を維持する 成人 50.7％ 55.3％ 50.7％ Ａ

指標 10　地場産品を利用する人の割合が増える 指標 11　行事食を食べる人の割合を維持する

　地場産品を大いに利用すると答えた人は一般成人が最も多く 45.2％でした。またときどき利

用する人が 47.7％で、2つを合わせた「利用する人」の割合は 92.9％と、平成 21年度より 1.7

ポイント上回りました。しかし、5歳児保護者、小中保護者では減少し、総計（成人）でみると

１ポイント低下してしまいました。

　地場産品の多くは、季節ごとの野菜が占めています。野菜１日 350g の摂取目安量の普及と

ともに地場産品の利用についての普及啓発を強化する必要があります。

　行事食を食べる人の状況を見ると、5歳児保護者が 68.3％、小中保護者が 65.5％、一般成人

の 46.6％が「はい（食べる）」と答えており、平成 21年度の調査より行事食を食べる人の割合

が増加しました。

　一般成人では保護者に比べ食べる人の割合は低く、半数の人は食べていない状況です。子ど

もがいる家庭のほうが行事食を食べる機会が多いようです。

　行事食として回答いただいた料理で最も多かったのは「正月料理（おもち、雑煮、おせち、七

草粥、年越しそば等）」で、次に「ひな祭り、ちらし寿司」、その他「節分」「端午の節句」「冬至」

などという状況です。
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指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

食のボランティアと
連携する学校が増え
る

小・中学校 0校 3校 3校 Ａ

指標 12　　食のボランティアと連携する学校が増える

　町内の 3小学校すべてで、食育関係に活躍しているボランティアと連携した活動が展開され

ている状況です。地域住民、JA婦人部、ヘルスメイト（食生活改善推進員）との連携した食育

活動が定着してきました。今後もこのような連携事業を継続維持するとともに、中学校での食

育活動とボランティアの連携について検討が必要です。

5. らくらく（楽楽）みんなで食育推進

指標 13　食育という言葉を知っている人の割合が増える

　食育という言葉を知っていると答えた人は、５歳児保護者、小中保護者の 75％を超えました。

　また、一般成人では平成 21年度の調査の割合より 6.3 ポイントも上回り改善が見られました。

　しかし、30％を超える人は「言葉は知っているが意味は知らない・言葉も意味もわからない」

と回答している状況ですので、さらなる普及啓発が必要です。

指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

食育という言葉を知っ
ている人の割合が増え
る

成人 63.8％ 66.6％ 80.0％ Ｂ
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指　　　標 ベースライン（H21） 現状（H27） 目標値（Ｈ27） 評価

食育推進ネットワーク会議を開催
する 0回 年 3回 年 2回 Ａ

指標 14　食育推進ネットワーク会議を開催する

　食育推進ネットワーク会議については、平成 23年度より定期的に開催しています。年に 2〜

4回開催している状況です。この会議において、食育推進計画の進捗状況の確認とともに、各部

署で実施している食育事業等について情報を共有し、連携強化に努めてきました。

　また、基本目標の重点年度に合わせ、重点活動を協議するとともに、工夫をこらした普及啓

発に努めています。平成 25年度、26年度においては料理レシピコンテストを開催し、「奥歯で

よく噛みあじわう料理レシピ集」「家族で食べたい　簡単！野菜たっぷり料理レシピ集」を作成

し、小学生の保護者をはじめ住民に配布し普及啓発を行いました。

第３章　食育推進の基本理念並びに基本目標

1. 食育推進の基本理念

　第 5次大河原町長期総合計画では、「開かれた先進のまち、おおがわら」をまちの将来像とし

て「認めあい」「支えあい」「活かしあい」ながら、全員参加のまちづくりを展開しています。

　食育推進の基本理念も町民や地域を主体に、生涯にわたって健康で豊かな人間性を育むため

に、①食について自ら学び、体験し、食を選択する力を習得し、②楽しみながら心豊かな食生活

を営む力を育みます。さらに③生活に根ざす知恵や技を地道に伝え、④みんなで支えあい、心

と体が元気になるまちづくりを目指します。

　そのために、当初計画に引き続き家庭や保育所、幼稚園、学校、地域などあらゆる機関が相

互に連携し、食育を推進します。

伝える

楽しむ支えあう

自ら学び体験

「おおがわら」
食で育む

こころとからだ

食育スローガン
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2. 食育推進の基本目標

　大河原町における食の現状と課題を踏まえ、基本理念のもと食育を推進していくために

「お・お・が・わ・ら」にちなんだ 5つの基本目標を掲げ食育を推進します。

お

ら

お

が

わ

　私たちの健康増進のためには、規則正しい生活リズムを身につけ実践することが不可

欠です。はやね・はやおきなど、本来人間が持っているからだのリズムに合わせた生活

習慣の大切さを学び楽しく実践するために、一日の活動源となる「朝ごはん」を家族で

食卓を囲みながら、おいしく食べることに努めましょう。

　町民一人ひとりが、食育への理解を深め、自ら食育活動が実践できるように、家庭や

保育所、幼稚園、学校、地域、行政、その他食に関係する団体等が連携・協力し、それ

ぞれの取り組みを相互に補完しあうとともに、市民活動として楽しく取り組めるように

推進します。

　よく噛むことにより飲み込む機能がきたえられ、話すための舌や口唇、顎などの動き

が維持されます。また、消化吸収が進み唾液の分泌が盛んになり、むし歯等の口の病気

の予防にもつながります。さらに、満腹感が増し食べ過ぎを防ぐことができます。食べ

物をていねいに味わって食べるために、今よりも 5回多く奥歯で噛んで、生涯にわたり

自分の歯を守りましょう。

　毎回の食事の中に野菜のおかずをそろえることは、栄養バランスのとれたよい食事の

実現につながります。野菜を多く使った料理を 1日 5皿とることが目標ですが、まずは

今よりひと皿増やすことを目指し、家族みんなで楽しく野菜をとることに努めましょう。

また、栽培や収穫の体験を通し、食べ物への感謝の心を学び、残さず食べる習慣を身に

つけましょう。

　地元でとれた旬の食材を食べる地産地消。主食・主菜・副菜をそろえて食べる「和食

わしょく→（わが食）」の良さを見直し、家族みんなで「旬の味覚を味わう」「地域の食

材にふれる」「行事食を楽しむ」と共に、地域ぐるみで「食文化を継承する」ことに努め

ましょう。

おいしく食べよう朝ごはん

らくらく（楽楽）みんなで食育推進

奥歯でよく噛み味わいながら

家族で野菜のおかずをひと皿増やし

わが家（町）の食を伝えよう
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3. 食育推進にあたっての指標
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※平成 25年 9月 3日厚生労働省健康局からの通知「特定給食施設における栄養管理に関する指導・助言に
ついて」の別添「肥満並びにやせに該当する者の割合の評価方法について」により計算。6ページ及び 12
ページの評価のための現状値とは計算式が異なっている。成人

減少

成人

18.0％

34.8％

30.0％

40.0％

98.6％

93.5％

92.6％

94.6％

86.9％

60.2％

43.1％

80.0％

55.9％

70.0％

51.5％

0％

0％

28.0％

14.0％

19.0％

成人

成人

成人

31.9％

3校

年 3回

91.3％

55.3％

66.6％

4校

33.0％

3校

年 2回

97.3％

55.3％

80.0％

5校

小・中学校

小・中学校
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第４章　食育推進の取り組み

1. ライフステージに応じた食育の取り組みの方向性

　人は乳幼児期から発育・発達段階に応じた豊かな食の体験を積み重ねていくことにより、生

涯にわたり健康でいきいきとした人生を送る基本である「食を営む力」が育まれます。

　また、食はからだを育むだけでなく、心を育むという重要な役割を果たしており、精神面へ

の影響も大きく、また社会性を育むということからも、「人間形成の基本」とも言えます。

　したがって、食育は、各ライフステージに応じて、身体的、精神的、社会的な特徴を踏まえ

た取り組みを行うことが重要です。

◦早寝早起き、規則的な食事など、規則正しい生活のリズムを確立する。（おおがわら）※

◦離乳食から、薄味でおいしく食べる習慣をつける。（おおがわら）
◦家族や友達と一緒に食べる楽しさを味わう。（おおがわら）
◦楽しく食事をするためのマナーを身につける。（おおがわら）
◦食べることを通して食べる機能を育み、むし歯予防を実践する。（おおがわら）
◦むし歯予防のため、歯みがきの習慣化とフッ化物を利用する。（おおがわら）
◦様々な食べ物をしっかり、ゆっくり、よく噛み味わうことにより味覚の基礎を養う。

　（おおがわら）
◦食事づくりや食材への関心を引き出す。（おおがわら）

◦「はやね・はやおき・あさごはん」を身につけ規則正しい生活習慣を確立する。（おおがわら）
◦主食、主菜、副菜を組み合わせたバランスの良い食事をする。（おおがわら）
◦前歯や奥歯の生えかわりに応じた食べ方をし、咀しゃく力をつける。また歯磨きの習慣を身

につけ、永久歯のむし歯と歯肉炎を予防する。（おおがわら）
◦食に関わる体験学習や活動を通し、食べものへの関心を高め、食べものの大切さを知る。

　（おおがわら）
◦健全な食生活のために必要な正しい知識や、自立に備えての基礎的な調理技術を習得する。

　（おおがわら）
◦家族や友達と一緒に食べる楽しさを味わう。（おおがわら）
◦食品の生産や流通に関心を持ち、食に関する意識を深める。（おおがわら）

◦…「はやね・はやおき・あさごはん」を実践する。（おおがわら）
◦自分の健康に関心を持ち、食べ物と健康の関係について意識を高める。（おおがわら）
◦デンタルフロス等も使い歯肉炎を予防し、歯と口の健康に注意する。（おおがわら）
◦適正な食事量や栄養バランスの知識を習得する。（おおがわら）
◦自立のために必要な調理技術を習得する。（おおがわら）
◦家族や友達と一緒に食べる楽しさを味わう。（おおがわら）
◦食文化や料理への関心を高め、料理づくりの楽しさを実感する。（おおがわら）

※（おおがわら）は　5つの基本目標との関連性を表しています。

　お　おいしく食べよう朝ごはん
　お　奥歯でよく噛み味わいながら
　が　家族で野菜のおかずをひと皿増やし
　わ　わが家（町）の食を伝えよう
　ら　らくらく（楽楽）みんなで食育推進

乳幼児期（おおむね0～5歳）　食習慣の基礎づくり期
食の体験をひろげ、食の楽しさを知る

学童期（おおむね6～12歳）　望ましい食習慣の定着期
ひとりで簡単な料理を作ることができる

肥満やむし歯予防に注意した生活習慣を身につける

思春期（おおむね13～18歳）　自立に向けた食生活の基礎づくり期
食事に関心を持ち、調理することができる

生活習慣の変化に留意した健康な食生活のために
必要な正しい知識を習得する
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◦「はやね・はやおき・あさごはん」を継続実践する。（おおがわら）
◦適正な食事量や栄養バランスの知識を習得し実践する。（おおがわら）
◦バランスのよい食事をとり、適正体重を維持する。（おおがわら）
◦食に関する正しい情報を選択できる能力を身につける。（おおがわら）
◦ 8020 を実践するために、歯と口腔の健康づくりに関心を持ち歯ぐきの健康チェックを受け

る等取り組む。（おおがわら）
◦家庭において、子どもたちの食育に取り組む。（おおがわら）
◦家族や友人と一緒に楽しく食べる機会を増やす。（おおがわら）
◦行事食や郷土料理、食事作法に関する知識や意識を高め実践する。（おおがわら）

◦規則正しい食生活を行い、健康の維持に努める。（おおがわら）
◦食べる機能の衰えを理解し、誤飲・窒息を予防し、安全で食べる楽しみが得られる食べ物の

調理対応ができる。（おおがわら）
◦口腔機能の維持向上を目指した食べ方を実践するとともに、定期的に歯の健診を受け歯の喪

失を予防する。喪失したら義歯で補う。（おおがわら）
◦デンタルフロスや歯間ブラシを使い歯の根元のむし歯を予防する。（おおがわら）
◦行事食や郷土料理に係る豊富な知識と経験を家族や地域に継承する。（おおがわら）
◦人との交流により、生きがいを持ち、心豊かな暮らしを目指す。（おおがわら）

◦適正な食事量や栄養バランスの知識を習得し実践する。（おおがわら）
◦望ましい食生活を維持し、適正体重の維持・健康管理に努める。（おおがわら）
◦自分の食生活の状況と健康について考える。（おおがわら）
◦８０２０を実践するために、デンタルフロスや歯間ブラシ等を使い十分な口腔清掃を行い、

歯と口腔の健康と食べる機能をよりよく維持する。（おおがわら）
◦家族や友人と一緒に楽しく食べる機会を増やす。（おおがわら）
◦行事食や家庭の味を家族や子どもに伝承する。（おおがわら）

青年期（おおむね19～39歳）　健全な食生活の実現期
自分に合った食事量がわかり実践する

高齢期（おおむね65歳～）　食を通した豊かな食生活の実現期
食を楽しみ、豊かに暮らす

壮年期（おおむね40～64歳）　食生活の維持と健康管理期
自分の健康を自ら管理できる
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2. 各分野、関係機関の取り組み

　食育の推進は、乳幼児期から高齢期までのすべてのライフステージを対象に、家庭や保育所、

幼稚園、学校、地域、行政など、さまざまな生活の場面ごとに目標を設定し、お互いに連携、分

担しながら取り組んでいきましょう。

◦「はやね、はやおき、あさごはん」を実践する。（おおがわら）※

◦ 1日 3回の食事で規則正しい生活リズムを身につける。（おおがわら）
◦家族一緒に食卓を囲み、楽しく、おいしく食事をする。（おおがわら）
◦「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつや食前の手洗い、正しい箸の使い方などの食事

の基本的なマナーを身につける。（おおがわら）
◦食事づくり等の手伝いを通して調理の基礎を身につけるとともに、家庭の食を親から子へ伝

える。（おおがわら）
◦地域の旬の食材を活用する。（おおがわら）
◦食に関する研修会やさまざまな取り組みに参加する。（おおがわら）

◦「はやね、はやおき、あさごはん」の推奨運動を展開する。（おおがわら）
◦保育計画や教育計画の中に食育に関する計画を位置づける。（おおがわら）
◦子どもたちが楽しく食事ができる環境をつくる。（おおがわら）
◦保育所給食等を通して、健康なからだ作りとよい食習慣の育成に努める。（おおがわら）
◦栽培や収穫の体験を通して、楽しく食を学ぶ機会を提供する。（おおがわら）
◦季節の行事食などを取り入れ、地域の食材や食文化にふれる機会を提供する。（おおがわら）
◦子どもの歯と口腔の健康づくりの大切さを子どもに伝えるとともに、保護者への周知を図り

むし歯予防の奨めを行う。（おおがわら）
◦家庭や地域と連携して食育に取り組み、食の大切さの普及啓発を行う。（おおがわら）

◦「食に関する指導の全体計画」に基づき、学校全体で食育を推進する。（おおがわら）
◦「はやね、はやおき、あさごはん」の推奨運動を展開する。（おおがわら）
◦給食だより、食育だより等を通じ、食育に関する情報を家庭へ発信する。（おおがわら）
◦学校給食を活用したさまざまな食育を展開する。（おおがわら）
◦学校給食に地域の食材を活用し、地域の食材や食文化に触れる機会をつくり、食への関心を

高める。（おおがわら）
◦学校内外での栽培や収穫の体験を通して、地域の人との交流や働くことの尊さ、収穫の喜び

を知り、感謝の心を学ぶ機会を提供する。（おおがわら）
◦子どもの歯と口腔の健康づくりの大切さを子どもに伝えるとともに、保護者への周知を図り

むし歯予防の奨めを行う。（おおがわら）
◦家庭や地域と連携して食育に取り組み、自立に向けた食行動の育成に努める。（おおがわら）

※（おおがわら）は　5つの基本目標との関連性を表しています。

　お　おいしく食べよう朝ごはん
　お　奥歯でよく噛み味わいながら
　が　家族で野菜のおかずをひと皿増やし
　わ　わが家（町）の食を伝えよう
　ら　らくらく（楽楽）みんなで食育推進

◎家庭での食生活は、望ましい食習慣を身につけ、心身ともに元気で過ごすために
重要です。

◎保育所・幼稚園での生活は、家庭での取り組みを補い、数多くの体験を通して食
習慣の基礎を形成すると共に、集団生活における協調性を育む上でも重要です。

◎望ましい食習慣を形成し、実践できる知識と能力を育成する食育に取り組むこと
が重要です。

家庭での取り組み

保育所・幼稚園での取り組み

学校での取り組み
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◦保育所や幼稚園、学校での食育の取り組みに参加、協力する。（おおがわら）
◦保育所・学校給食等で地域の食材が活用できるように協力する。（おおがわら）
◦農業体験、食品の生産等の体験の場や機会を提供する。（おおがわら）
◦行事食や郷土料理などを作る機会を提供する。（おおがわら）
◦食に関する正しい情報を提供するための教室を開催する。（おおがわら）
◦バランスのとれた食事の実践のために調理技術を高めるための教室を開催する。（おおがわ
ら）

◦乳幼児期からの健康づくりのために、味わい方や食べ物に応じた噛み方、おいしさを引き出

す五感を使った「食べ方」を含めた食習慣づくりの推進と高齢者までの生涯にわたる「ライ

フサイクル」に応じて、健診や健康教育を介した食育を推進する。（おおがわら）
◦保健事業並びに生涯学習事業を通し、食育推進に関する知識や情報の提供を行い、町民の食

を通した健康づくりを推進する。（おおがわら）
◦産業振興事業を通し、農業体験学習の機会が増えるよう働きかける。（おおがわら）
◦行政内部はもとより、関係機関、団体等関係者と連携できるよう、食育ネットワークを充実

させる。（おおがわら）
◦食育に関する人材育成や活躍しやすい仕組みづくりに取り組む。（おおがわら）
◦関係機関・団体等で実施している施策の普及啓発に努め、町民の食育に対する関心を高める。

（おおがわら）
◦「「おおがわら」食で育むこころとからだ」の普及啓発事業を展開する。（おおがわら）

◎関係機関やボランティアなどが連携協力し、地域の特色を生かした食育活動を行
うことが大切です。

◎関係者が連携できる食育ネットワークを活用し、さらなる情報の共有化を図り、
食育推進事業を展開します。

地域での取り組み（生産者・事業所・ボランティア等）

行政の取り組み

第５章　食育の推進体制

　大河原町の地域特性を生かした本計画を着実に推進するために、食育に関係する各種団体や

多様な関係機関との連携体制を強化しながら、計画の周知を図り、計画に基づく取り組みを行

います。

　また、当初計画の推進役を担ってきた「大河原町食育推進ネットワーク会議」を継続し、計

画に基づいた推進施策の検討・連絡・調整を行い食育の推進に努めます。

小学校・中学校
高等学校

関係機関・団体

地域
ボランティア

保育所・幼稚園

家　庭

生産者
食関連業者

行　政

町民
一人ひとりが
食育の主役

第２期大河原町食育推進計画

大河原町健康づくり推進協議会

大河原町食育推進ネットワーク会議
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食育推進事業　重点年度一覧 食育推進計画一覧
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※食育推進ネットワーク会議において協議し、目標の達成状況の評価と社会情勢の変化などに応じて見

直しする。

食について自ら学び、体験し、食を選択する力を習得し、楽しみながら心豊か

な食生活を営む力を育みます。さらに生活に根ざす知恵や技を地道に伝え、み

んなで支えあい、心と体が元気になるまちづくりを目指します。

基本理念

。



参考資料
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用語解説１
食育
　食育基本法の中では、食育を①生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべ

きもの、②様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活

を実践することができる人間を育てることと位置づけています。

食育基本法
　国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるよう、食育を総合的、

計画的に推進することを目的に、平成 17年 7月 15日に施行された法律です。

食育推進ネットワーク会議
　食育の推進に携わる関係団体等がネットワークを構築し、町の食育に関する施策を総合かつ計画

的に推進するために平成 23年 10月に設置した会議です。

大河原町食育推進計画の推進に関することや食育の推進のために必要な事項に関することについて

協議します。

ヘルスメイト（食生活改善推進員）
　町が開催する養成講座を修了した者で、「私達の健康は私達の手で」をスローガンに食生活改善及

び健康づくりの案内役として地域で活動するボランティアです。

地産地消
　地場生産―地場消費を略したことばで、地域で生産されたものを地域で消費することという意味

で使われます。生産者と消費者がより身近な関係になって、相互に信頼関係が築かれることを目指

しています。

地場産品
　地元（地域）の農産物や畜産物、水産物など、また地元で生産された加工品のことです。

ライフステージ・ライフサイクル
　一生の人生を乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、高齢期などに分けた各段階のことです。

８０２０（ハチマル・ニイマル）運動
　満 80歳で 20本以上の自分の歯を保つことにより、健全なそしゃく能力を維持し、すこやかで楽

しい食生活を過ごそうという運動です。
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はやね・はやおき・あさごはん推奨運動
　子どもたちの基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向上を全国的な活動として取り組むため、

平成 18年 4月に百を超える個人や団体（PTA、子ども会、青少年団体等）により活動の推進団体

として全国協議会が設立され、国民運動として各地で積極的に啓発活動が展開されています。

適正体重
　一番健康に過ごせる体重のことです。BMI の医学的に最も病気が少ない数値である 22を、身長

にかけることで計算することができます。「身体（m）×身長（m）× 22＝適正体重」で計算する

ことができます。

※BMI（ボディマスインデックス）

　「体重（㎏）÷身体（m）÷身長（m）」で算出される体格指数のことで、肥満度を図るための国際的な指標で

す。医学的に最も病気が少ない数値として 22を「標準」とし、18.5 未満が「やせ」、18.5 以上 25.0 未満が「普

通」、25.0 以上を「肥満」としています。

肥満度
　身長別標準体重から判定する肥満ややせの傾向をみるものです。

　「（実測体重（㎏）―身長別標準体重（㎏））÷身長別標準体重（㎏）× 100＝肥満度（過体重度）（％）」

で計算することができます。20％以下が「やせ傾向」、19〜 20％未満が「標準」、20％以上が「肥

満傾向」（20％以上 30％未満が軽度肥満、30％以上 50％未満が中等度肥満、50％以上が高度肥満）

としています。　

※身長別標準体重は年齢、性別、身長の計数により求めます。

青年期健康診査
　生活習慣病を早期に発見し、健康管理に必要な知識の普及と受診勧奨をし、青年期（20〜 39歳）

からの健康保持増進を図るために行っている健康診査です。

特定健康診査
　国のメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）対策の柱として平成 20年 4月より導入され

た健康診査です。糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的に医

療保険者に実施が義務づけられています。

※メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）

　　内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のいずれか 2つ以上をあわせもった状態をいいます。

食事や運動、喫煙などの生活習慣を改善しなければ、動脈硬化を進行させ、心疾患や脳血管疾患などが起こり

やすくなる状態をいいます。

大河原町の人口統計２

【住民基本台帳人口（平成 27 年 9 月末日現在）】

【年齢別人口（平成 27 年 9 月末日現在）】

 【人口動態（平成 26 年）】
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【主要死因（人口 10 万対）（平成 25 年）】

【食育推進計画策定のためのアンケート調査実施概要】

【産業別就労人口（平成 22 年）】

※（　）内は、実数。　資料：宮城県衛生統計年報

資料：国勢調査
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平成 27 年度　食生活アンケート調査結果３

１．目　的

　生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため、「食」に関する知識と「食」を選

択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる町民を育てる食育を推進して行くため

の施策を総合的かつ計画的に推進するための指針として「食育推進計画」を平成 23年 3月に策

定した。最終年度にあたり、設定した指標 30項目のうちの 12項目について評価すべくアンケー

ト調査を実施し、その結果を分析することにより第 2期計画（計画期間：平成 28年度〜平成 35

年度）の策定に資するために実施した。

２．実施主体　大河原町健康福祉課

３．調査時期　平成 27 年 6 月

４．調査対象者

①幼児期（保育所・幼稚園の 5歳児）

②学童期（小学校の 5年生）

③思春期（中学校の 2年生）

≪成人期≫

④幼児保護者（上記①対象者の保護者等）

⑤小中保護者（上記②③対象者の保護者等）

⑥一般成人（40歳以上の胃がん検診受診者等）

５．調査方法

◦幼児期（保育所の 5歳児）については、子ども家庭課を通し、各保育所に依頼し、アンケート

用紙を配付。保護者等が記入し、各保育所で回収。

◦幼児期（幼稚園の 5歳児）については、直接幼稚園に依頼し、アンケート用紙を配付。保護者

等が記入し、幼稚園で回収。

◦学童期、思春期については、教育委員会を通し、各学校長に依頼し、アンケート用紙を学校に

て配付。児童、生徒が記入し、各学校で回収。

◦小中保護者については、教育委員会を通し、各学校長に依頼し、アンケート用紙を児童、生徒

を通して保護者に配付。保護者等が記入し、各学校で回収。

◦一般成人については、平成 26年度胃がん検診受診者へ郵送にて配付し、返信用封筒で回収。

６．アンケート調査用紙

　計画策定に当たり実施した前回の調査用紙をもとに、質問項目のスリム化を図り事務局が作成。

食育推進ネットワーク会議等で検討。（別紙参照）

７．集計・分析

　業者にデータ入力を委託し、健康福祉課にて集計・分析を行った。

　※集計にあたり、割合については少数第 1位で表記しているため、各割合の合計が 100 にならない場合があ
ります。

第1次産業
2.6％

第2次産業
32.9％

第3次産業
64.5％
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【食育推進計画策定のためのアンケート調査実施状況】

①調査の回収率と回答率

②調査の回答者性別状況

③保護者・一般成人年齢構成

※調査期間（配布・回収）　平成 27年 6月 10日〜平成 27年 6月 30日

44
 

5
 

3 
16

1 
16

4

1.
8 

98
.2

 
10

0.
0 

20
 

30
 

40
 

50
 

60
64

 
65

24
 

10
5 

34
0

0
1

16
4

14
.6

 
64

.0
 

20
.7

 
0 

0 
0.

6
10

0.
0 

0
6 

59
 

59
 

38
2

16
4

0 
3.

7 
36

.0
 

36
.0

 
23

.2
 

1.
2

10
0.

0 

2 
15

5
0

1
0

6
16

4

1.
2 

94
.5

 
0.

0 
0.

6 
0.

0 
3.

7
10

0.
0 

(n
=1

64
) 

14
0 

15
3 

12
6

37
 

10
 

4

85
.4

 
93

.3
 

76
.8

22
.6

 
6.

1 
2.

4

5
6

 
6

7
 

7
8

 
8

 

18
 

11
4 

32
0

0 
16

4

11
.0

 
69

.5
 

19
.5

 
0.

0 
0.

0 
10

0.
0 

20
21

21
22

22
23

23
24

 
24

 

35
80

11
3 

0 
35

 
16

4

21
.3

48
.8

6.
7

1.
8 

0.
0 

21
.3

 
10

0.
0 

4
5

2
3

15
6

4
4

0 
16

4

95
.1

2.
4

2.
4 

0.
0 

10
0.

0 

8

1
4

0
0

0 
2

1
8

12
.5

50
.0

0.
0

0.
0 

0.
0 

25
.0

12
.5

10
0.

0 

46
97

21
 

0 
16

4 

28
.0

59
.1

12
.8

 
0.

0 
10

0.
0 

1

9
55

25
18

0
5

6
11

8

7.
6

46
.6

21
.2

15
.3

 
0.

0 
4.

2
5.

1
10

0.
0

12
9

33
2

16
4

78
.7

20
.1

1.
2 

10
0.

0 



− 46−− 45−

46
 

5
6

 
6

7
 

7
8

 
8

 

95
 

64
1

0
4 

16
4

57
.9

 
39

.0
 

0.
6 

0.
0 

2.
4 

10
0.

0 

20
21

 
21

22
 

22
23

 
23

24
 

24
 

3 
21

 
56

 
38

 
12

 
34

16
4

1.
8 

12
.8

 
34

.1
 

23
.2

 
7.

3 
20

.7
10

0.
0 

4
5

2
3

13
0 

12
9

12
1 

16
4

79
.3

 
7.

3 
5.

5
7.

3 
0.

6 
10

0.
0 

15
 

12
0

1
5 

33

45
.5

 
36

.4
 

0.
0 

3.
0 

15
.2

 
10

0.
0

60
11

37
39

17
 

16
4

36
.6

 
6.

7 
22

.6
23

.8
 

10
.4

 
10

0.
0

81
14

30
24

15
 

16
4

49
.4

 
8.

5 
18

.3
14

.6
 

9.
1 

10
0.

0

13
6

5
8

1
14

 
16

4

82
.9

 
3.

0 
4.

9
0.

6 
8.

5 
10

0.
0

8
41

67
48

 
16

4 

4.
9

25
.0

40
.9

29
.3

 
10

0.
0 

0
 

1
2

3
4

5
 

3
11

5
36

7
3 

16
4

1.
8

70
.1

22
.0

4.
3 

1.
8 

10
0.

0 

33
12

8
3 

16
4 

20
.1

78
.0

1.
8 

10
0.

0 

(n
=3

3
)

35
0

27
6

33
 

81
.8

18
.2

10
0.

0 

  

13
3

12
8

10
0

27
 

91
 

7 
4

1

81
.1

78
.0

61
.0

16
.5

 
55

.5
 

4.
3 

2.
4

0.
6 

12
3

40
1 

16
4

75
.0

24
.4

 
0.

6 
10

0.
0 

 (
n=

16
4)

 

45
 

36
86

29
6

7 
16

4

22
.0

 
52

.4
 

17
.7

 
3.

7 
4.

3 
10

0.
0

78
70

2
0 

14
 

16
4

47
.6

 
42

.7
 

1.
2 

0.
0 

8.
5 

10
0.

0

  
n

16
4

 

11
2 

17
 

43
2 

13
7

4

68
.3

 
10

.4
 

26
.2

 
1.

2 
7.

9 
4.

3 
2.

4

55
91

16
2 

16
4

33
.5

 
55

.5
 

9.
8

1.
2 

10
0.

0 

1 
10

 
55

 
27

 
0 

9 
5

10
7

0.
9 

9.
3 

51
.4

 
25

.2
 

0.
0 

8.
4 

4.
7

10
0.

0

　
　
 (n

=1
64

) 

10
9

26
34

56
 

56
 

30
 

60
16

71

66
.5

15
.9

20
.7

34
.1

 
34

.1
 

18
.3

 
36

.6
9.

8
43

.3

10
2

10
0

11
4

17
 

7 
6 

8
7

62
.2

61
.0

69
.5

10
.4

 
4.

3 
3.

7 
4.

9
4.

3

(
)　　
　

n=
16

4)
 

13
8

88
10

4
59

10
2

84
.1

53
.7

63
.4

 
36

.0
 

6.
1

1.
2

14
2

21
1 

16
4 

86
.6

12
.8

0.
6 

10
0.

0 

(n
=1

42
)

77
59

56
19

6

54
.2

41
.5

39
.4

 
13

.4
 

4.
2



− 48−− 47−

48
 

[
5

]

[
] 

 

95
 

11
8 

21
3

44
.6

 
55

.4
 

10
0.

0 

[
] 

(n
=2

13
) 

18
7 

20
9 

16
7

45
 

51
 

6

87
.8

 
98

.1
 

78
.4

21
.1

 
23

.9
 

2.
8

5
6

 
6

7
 

7
8

 
8

 

63
 

13
4 

7
2 

7 
21

3

29
.6

 
62

.9
 

3.
3

0.
9 

3.
3 

10
0.

0 

20
21

 
21

22
 

22
23

 
23

24
 

24
 

28
 

12
2 

45
5

0 
13

 
21

3

13
.1

 
57

.3
 

21
.1

 
2.

3 
0.

0 
6.

1 
10

0.
0 

4
5

2
3

19
3

13
3

4 
21

3

90
.6

 
6.

1 
1.

4
1.

9 
10

0.
0 

9
9

0 
1

0 
0 

1
20

45
.0

 
45

.0
 

0 
5.

0 
0.

0 
0.

0 
5.

0
10

0.
0 

11
9

81
10

3 
21

3

55
.9

38
.0

4.
7 

1.
4 

10
0.

0 

20
33

5
22

0 
4

7
91

22
.0

36
.3

5.
5

24
.2

 
0.

0 
4.

4
7.

7
10

0.
0

14
9

60
4

21
3

70
.0

28
.2

1.
9 

10
0.

0 

56
71

59
25

 
2

21
3

26
.3

33
.3

27
.7

 
11

.7
 

0.
9

10
0.

0

12
7

52
6

4 
24

21
3

59
.6

24
.4

2.
8 

1.
9 

11
.3

10
0.

0

10
1

75
36

 
1

21
3

47
.4

35
.2

 
16

.9
 

0.
5

10
0.

0 

47
 

36
10

9
17

2
16

4

22
.0

 
66

.5
 

10
.4

 
1.

2 
10

0.
0 

11
2

50
2 

16
4

68
.3

 
30

.5
 

1.
2 

10
0.

0 

尋
ね

42 76 14

4

15 4 12 26 14 24

　
　
　
　
 

(n
=1

64
) 

10
6 

13
5 

60
 

8 
15

 
14

 
17

5

64
.6

 
82

.3
 

36
.6

 
4.

9 
9.

1 
8.

5 
10

.4
3.

0



− 50−− 49−

50
 

[
2

]

[
] 

 

96
 

10
6 

20
2

47
.5

 
52

.5
 

10
0.

0 

[
] 

(n
=2

02
) 

17
0 

18
9 

16
4

44
 

68
 

6

84
.2

 
93

.6
 

81
.2

21
.8

 
33

.7
 

3.
0

5
6

 
6

7
 

7
8

 
8

 

39
 

14
1 

14
5 

3 
20

2

19
.3

 
69

.8
 

6.
9

2.
5 

1.
5 

10
0.

0 

20
21

 
21

22
 

22
23

 
23

24
 

24
 

4
29

86
55

 
19

 
9

20
2

2.
0 

14
.4

 
42

.6
27

.2
 

9.
4 

4.
5

10
0.

0 

4
5

2
3

17
5

9
5

13
 

20
2

86
.6

 
4.

5 
2.

5 
6.

4 
10

0.
0 

10
 

12
 

1 
1 

1 
2 

27

37
.0

 
44

.4
 

3.
7 

3.
7 

3.
7 

7.
4 

10
0.

0

11
4

66
19

3 
20

2

56
.4

32
.7

9.
4 

1.
5 

10
0.

0 

30
29

9
11

1
1

4
85

35
.3

34
.1

10
.6

12
.9

 
1.

2 
1.

2
4.

7
10

0.
0

38
39

37
83

 
5

20
2 

18
.8

 
19

.3
18

.3
 

41
.1

 
2.

5
10

0.
0

10
9

43
6

13
 

31
20

2

54
.0

21
.3

3.
0 

6.
4 

15
.3

10
0.

0

92
71

39
 

20
2

45
.5

35
.1

 
19

.3
 

10
0.

0 

12
4

78
20

2 

61
.4

38
.6

10
0.

0 

49
 

　
　
　

n=
11

1

19
 

41
 

16
 

40
7 

29
 

8
1

17
.1

 
36

.9
 

14
.4

 
36

.0
6.

3 
26

.1
 

7.
2

0.
9

n=
21

3
 

10
3

38
30

2
45

6

48
.4

 
17

.8
 

14
.1

 
0.

9 
21

.1
 

2.
8

12
3

82
5

3 
21

3

57
.7

 
38

.5
 

2.
3 

1.
4 

10
0.

0 

n=
21

3
 

31
 

89
 

11
4 

14
2 

4 

14
.6

 
41

.8
 

53
.5

 
66

.7
 

1.
9 

n=
21

3

10
6 

12
2 

23
 

72
 

2 
41

 
4

5

49
.8

 
57

.3
 

10
.8

 
33

.8
 

0.
9 

19
.2

 
1.

9
2.

3

16
5

45
3 

21
3 

77
.5

21
.1

1.
4 

10
0.

0 

n=
21

3
 

66
67

78
95

 
76

 
93

 
90

76
13

6

31
.0

31
.5

36
.6

44
.6

 
35

.7
 

43
.7

 
42

.3
35

.7
63

.8

13
9

16
0

14
0

49
 

45
 

15
 

5
2

65
.3

75
.1

65
.7

23
.0

 
21

.1
 

7.
0 

2.
3

0.
9

　
　
　
　

n=
21

3
 

15
4

10
5

10
3

87
24

4

72
.3

49
.3

48
.4

 
40

.8
 

11
.3

1.
9

15
5

44
6

8 
21

3

72
.8

20
.7

2.
8 

3.
8 

10
0.

0

n=
21

3
 

17
96

49
28

 
77

 
27

 
61

0

8.
0

45
.1

23
.0

13
.1

 
36

.2
 

12
.7

 
28

.6
0.

0



− 52−− 51−

52
 

(n
=2

02
) 

14
2 

78
 

63
 

10
0 

13
9 

70
.3

 
38

.6
 

31
.2

 
49

.5
 

68
.8

 
(n

=2
02

) 

14
7 

12
5 

38
 

35
 

74
 

66
13

72
.8

 
61

.9
 

18
.8

 
17

.3
 

36
.6

 
32

.7
6.

4
(n

=2
02

) 

59
 

51
 

81
 

88
 

31
 

12
9

81

29
.2

 
25

.2
 

40
.1

 
43

.6
 

15
.3

 
63

.9
40

.1
(n

=2
02

) 

13
3

28
64

23
21

65
.8

 
13

.9
 

31
.7

11
.4

 
10

.4
 

 45
 

14
9 

9 
38

31
 

34
 

53
 

4
9

22
.3

 
73

.8
 

4.
5 

18
.8

15
.3

 
16

.8
 

26
.2

 
2.

0
4.

5

61
40

43
45

 
37

 
59

 
51

44
94

30
.2

19
.8

21
.3

22
.3

 
18

.3
 

29
.2

 
25

.2
21

.8
46

.5

12
2

13
0

11
7

31
 

23
 

10
 

19
6

60
.4

64
.4

57
.9

15
.3

 
11

.4
 

5.
0 

9.
4

3.
0

38
61

5
94

4 
20

2

18
.8

30
.2

2.
5 

46
.5

 
2.

0 
10

0.
0 

(n
=2

02
) 

85
21

17
17

 
13

 
13

 
12

5
24

42
.1

10
.4

8.
4

8.
4 

6.
4 

6.
4 

5.
9

2.
5

11
.9

(n
=2

02
) 

(n
=2

02
) 

51
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 　
　
　
　
  

  
  

  
 (

n=
11

0)

13
 

39
 

27
 

44
11

 
31

 
6

2

11
.8

 
35

.5
 

24
.5

 
40

.0
10

.0
 

28
.2

 
5.

5
1.

8

  
(n

=2
02

) 

80
35

37
6

50
2

39
.6

 
17

.3
 

18
.3

 
3.

0 
24

.8
1.

0

(n
=2

02
) 

26
89

96
12

8
12

12
.9

 
44

.1
 

47
.5

63
.4

 
5.

9 

(n
=2

02
) 

10
5 

99
 

47
 

59
 

6 
25

 
11

6

52
.0

 
49

.0
 

23
.3

 
29

.2
 

3.
0 

12
.4

 
5.

4
3.

0

16
0

30
12

 
20

2 

79
.2

14
.9

5.
9 

10
0.

0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
　
　
　
　

 (
n=

20
2)

 

99
46

81
36

 
59

 
87

 
3

22

49
.0

22
.8

40
.1

17
.8

 
29

.2
 

43
.1

 
1.

5
10

.9

　
(n

=2
02

) 

13
2

83
39

47
 

10
2 

22
 

34
5

3

65
.3

41
.1

19
.3

23
.3

 
50

.5
 

10
.9

 
16

.8
2.

5
1.

5

15
2

50
0 

20
2

75
.2

 
24

.8
 

0.
0 

10
0.

0 



− 54−− 53−

54
 

68
27

7
3

34
8

19
.5

 
79

.6
 

0.
9

10
0.

0 
  

(n
=6

8
)

35
0

47
21

68

69
.1

 
30

.9
 

10
0.

0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  (
n=

34
8)

 

27
2 

28
1 

17
8 

67
17

3 
23

 
9

1

78
.2

 
80

.7
 

51
.1

 
19

.3
49

.7
 

6.
6 

2.
6

0.
3

26
3

80
2 

3
34

8

75
.6

 
23

.0
0.

6 
0.

9
10

0.
0 

90
22

1
37

 
34

8

25
.9

 
63

.5
 

10
.6

 
10

0.
0 

16
2

14
0 27 15 55 11 31 34 20 50

　
　

(n
=3

48
) 

22
5

27
8

97
17

 
55

 
30

 
37

21

64
.7

79
.9

27
.9

4.
9 

15
.8

 
8.

6 
10

.6
6.

0

22
8

11
4

6 
34

8

65
.5

 
32

.8
 

1.
7 

10
0.

0 

53
 

5
2

 

20
 

30
 

40
 

50
 

60
64

 

3 
14

0 
19

1 
11

 
3 

34
8

0.
9 

40
.2

 
54

.9
 

3.
2 

0.
9 

10
0.

0 

2 
18

 
12

8 
13

7 
57

 
6

34
8

0.
6 

5.
2 

36
.8

 
39

.4
 

16
.4

 
1.

7
10

0.
0 

34
8

66
 

79
 

28
5 

30
 

34
2 

14
 

3
9

19
.0

 
22

.7
 

81
.9

 
8.

6 
98

.3
 

4.
0 

0.
9

2.
6

5
6

 
6

7
 

7
8

 
8

 

20
8 

13
0

2
3

5 
34

8

59
.8

 
37

.4
 

0.
6 

0.
9 

1.
4 

10
0.

0 

20
21

 
21

22
 

22
23

 
23

24
 

24
 

5 
34

 
10

7 
12

8 
50

 
24

34
8

1.
4 

9.
8 

30
.7

 
36

.8
 

14
.4

 
6.

9
10

0.
0 

4
5

2
3

28
4

17
15

31
1 

34
8

81
.6

4.
9

4.
3 

8.
9 

0.
3 

10
0.

0 

  
n=

63

22
27

0
1 

11
 

2
63

34
.9

42
.9

0.
0 

1.
6 

17
.5

 
3.

2
10

0.
0

12
2

15
96

76
39

34
8

35
.1

4.
3

27
.6

 
21

.8
 

11
.2

10
0.

0

14
9

33
69

68
29

34
8

42
.8

9.
5

19
.8

 
19

.5
 

8.
3

10
0.

0

28
4

6
18

6
34

34
8

81
.6

1.
7

5.
2 

1.
7 

9.
8

10
0.

0

13
10

6
14

1
87

1 
34

8

3.
7

30
.5

40
.5

25
.0

 
0.

3 
10

0.
0

0
 

1
2

3
4

5
 

10
25

7
71

8
2 

34
8

2.
9

73
.9

20
.4

2.
3 

0.
6 

10
0.

0 

17
 

33
1 

34
8 

4.
9 

95
.1

 
10

0.
0 



− 56−− 55−

55
 

20
 

30
 

40
 

50
 

60
64

 
65

0
2 

72
 

86
 

14
0 

35
2

65
2

0.
0 

0.
3 

11
.0

 
13

.2
 

21
.5

 
54

.0
10

0.
0

33
 

47
 

48
 

10
5 

38
0 

39
65

2

5.
1 

7.
2 

7.
4 

16
.1

 
58

.3
 

6.
0

10
0.

0 

65
2

45
 

88
 

35
5 

19
9 

31
0 

9 
60

57

6.
9 

13
.5

 
54

.4
 

30
.5

 
47

.5
 

1.
4 

9.
2

8.
7

5
6

 
6

7
 

7
8

 
8

 

32
6 

24
1 

61
 

10
 

14
 

65
2

50
.0

 
37

.0
 

9.
4 

1.
5 

2.
1 

10
0.

0 

20
21

 
21

22
 

22
23

 
23

24
 

24
 

45
 

14
5 

24
4 

14
9 

53
 

16
65

2

6.
9 

22
.2

 
37

.4
 

22
.9

 
8.

1 
2.

5
10

0.
0 

4
5

2
3

61
1

9
12

17
3 

65
2

93
.7

1.
4

1.
8 

2.
6 

0.
5 

10
0.

0 

n=
38

 

6
8

1
7

9 
6

1
38

15
.8

21
.1

2.
6

18
.4

 
23

.7
 

15
.8

2.
6

10
0.

0

38
8

56
90

77
41

65
2

59
.5

8.
6

13
.8

 
11

.8
 

6.
3

10
0.

0

28
7

99
85

12
4

57
65

2

44
.0

15
.2

13
.0

 
19

.0
 

8.
7

10
0.

0

47
9

22
27

13
 

11
1

65
2

73
.5

3.
4

4.
1 

2.
0 

17
.0

10
0.

0

25
10

4
23

2
29

0
1 

65
2

3.
8

16
.0

35
.6

44
.5

 
0.

2 
10

0.
0

0
 

1
2

3
4

5
 

15
34

2
23

9
44

 
12

 
65

2

2.
3

52
.5

36
.7

6.
7 

1.
8 

10
0.

0 

23
6 

41
6 

65
2 

36
.2

 
63

.8
 

10
0.

0 

56
 

20
6

42
7 

19
 

65
2

31
.6

 
65

.5
 

2.
9 

10
0.

0 
 (

n=
20

6
)

35
0

13
5

71
20

6

65
.5

 
34

.5
 

10
0.

0 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   
 (n

=6
52

) 

39
8 

49
3 

34
9 

71
41

9 
90

 
42

15

61
.0

 
75

.6
 

53
.5

 
10

.9
64

.3
 

13
.8

 
6.

4
2.

3

38
9

20
3

41
 

19
65

2

59
.7

 
31

.1
6.

3 
2.

9
10

0.
0 

29
5

31
1

32
 

14
65

2

45
.2

 
47

.7
 

4.
9 

2.
1

10
0.

0 

尋
ね

18
4

17
2 28 65 37 11 19 20 68 13
4

　
　

(n
=6

52
) 

50
4

51
0

21
9

66
 

11
9 

80
 

52
70

77
.3

78
.2

33
.6

10
.1

 
18

.3
 

12
.3

 
8.

0
10

.7

30
4

32
9 

19
 

65
2

46
.6

 
50

.5
 

2.
9 

10
0.

0 



− 58−− 57−

 57
 

 

 58
 

 

３
４

５
６



− 60−− 59−

 59
 

 

 60
 

   

 

１１ １５ ５ １ １ ５

６



− 62−− 61−

 61
 

 

 62
 

 

７

３
４

５
６

１ １ ５



− 64−− 63−

大河原町食育推進計画策定委員会設置要綱

大河原町食育推進計画策定委員会設置要綱・委員名簿４

( 目的 )

第 1条　この要綱は、食育基本法（平成 17年法律第 63号）第 10条により、大河原町における食

育活動の推進を図るため、その目標及び基本方針となる大河原町食育推進計画の策定にあたり、大

河原町食育推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置し、運営に必要な事項を定めるこ

とを目的とする。

(組織及び構成 )

第 2条　委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2　委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 子育て支援関係者

(4) 産業振興関係者

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他町長が必要と認めた者

3　委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選により定める。

4　委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき等は、その職務を代理する。

(会議 )

第 3条　委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2　委員長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明及び意見を聴くこと

ができる。

(作業部会 )

第 4条　委員会は、町の関係する職員等をもって組織する作業部会を置く。

(庶務 )

第 5条　委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

(その他 )

第 6条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　この告示は平成 21年 9月 1日から施行する。
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食育推進計画策定委員（食育推進ネットワーク会議委員）名簿

65 

  

≪食育推進ワーキンググループ（事務局：健康福祉課）≫

計画策定までの経過５
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